
四国中央市公告第 63 号 

 

 

四国中央市山おこしプラン策定業務公募型プロポーザルの実施について 

 

 

四国中央市山おこしプラン策定業務に係る受託者の募集及び選定に関し、次のとおり

公告する。 

 

  令和８年６月 22 日 

 

四国中央市長 大 西  賢 治   

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

四国中央市山おこしプラン策定業務 

(2) 業務の内容 

本業務は、四国中央市の山岳観光資源等を有効に活用した持続可能な山岳観光の

推進を通じて、観光客の誘致及び移住定住の促進を図ることを目的とした施策を立

案し、中期的な計画である四国中央市山おこしプラン（以下「山おこしプラン」とい

う。）を策定するものである。 

策定に当たっては、専門的な見地とこれまでの実績を踏まえ、全国の自治体の成

功事例等を参考にし、及び地元住民や関係機関等と連携することで、本市の実情に

応じ、かつ、将来像を含めた山おこしプランを策定するものとする。 

(3) 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年 12 月 17 日（金）まで 

  (4) 提案上限額 

一金 15,500,100 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 参加資格 

本業務の公募に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 令和７・８年度四国中央市建設工事等入札参加資格審査申請書（業務委託）を提

出している者又は令和８年７月６日（月）までに提出する者であり、参加表明書の

提出期限までに入札参加有資格業者名簿に登載されているものであること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれにも該

当しない者であること。 

(3) 参加表明書の提出期限の日から契約締結の日までの間において、四国中央市建設

工事等入札参加資格停止措置要綱（平成 16 年四国中央市告示第 35 号）に基づく入

札参加資格停止措置を受けている者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づき、更生手続開始の申立てが



なされている者でないこと。 

(5) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づき、再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。 

(6) 四国中央市暴力団排除条例（平成 23 年四国中央市条例第 30 号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等である役職員を有する団体又は

それらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(7) 仕様書等の内容を熟読し、業務内容等を十分理解した上で本企画提案に参加する

こと。 

 

３ 手続等 

(1) 担当部局 

   四国中央市地域振興部山おこし課 

   住   所 〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６番 55 号 

   電 話 番 号 0896-28-6169 

   ＦＡＸ番号 0896-28-6057 

     電子メールアドレス yama-okoshi@city.shikokuchuo.ehime.jp 

  (2) 企画提案実施要領の配付期間、場所及び方法 

   公告の日から令和８年７月８日（水）までの期間において、市公式ホームページ

（https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/）からダウンロードすること。 

(3) 参加表明書の提出 

公告の日から令和８年７月８日（水）まで（四国中央市の休日を定める条例（平成

16 年四国中央市条例第３号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く。）の午前９時から午後５時までの間に上記(1)の担当部局に持参、書留郵便

又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第

６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者

による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の方法により提出す

ること。 

(4) 企画提案書及び価格提案書の提出 

第１次審査の結果を通知した日の翌日から令和８年７月 22 日（水）まで（休日を

除く。）の午前９時から午後５時までの間に上記(1)の担当部局に持参、書留郵便又

は信書便の方法により提出すること。 

 

４ 選定委員会 

本業務の受託者の選定に当たっては、四国中央市山おこしプラン策定業務受託者選

定委員会において、優先交渉権者を選定するものとする。 

 

５ 随意契約に係る見積書の徴取 

優先交渉権者との契約交渉において、契約締結に向けての協議を行い、本業務に係

る見積書を徴取するものとする。優先交渉権者は、見積書の提出に当たり、詳細な費

用内訳書を添付しなければならない。 



 

６ その他 

(1)  契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 

(2)  質疑応答の窓口は、上記３(1)の担当部局とする。 

(3)  プロポーザルに要する費用は、全て提案事業者の負担とする。 

(4)  その他詳細については、企画提案実施要領によるものとする。 


